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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成19年６月29日に提出いたしました第12期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）有価証券報告書及び平成19年

９月19日に提出いたしました有価証券報告書の訂正報告書において、記載事項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、

これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

５　役員の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部【企業情報】
 

第４【提出会社の状況】
 

５【役員の状況】

（訂正前）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

       
       
       

専務取締役
フードシステ
ム本部長

小坂　治樹 昭和36年10月22日生

昭和59年４月　株式会社グランドタマコシ入社

平成７年１月　佐川急便株式会社入社

平成11年１月　当社入社

平成13年９月　フードシステム本部長

平成14年３月　当社取締役フードシステム本部

長

平成17年４月　当社常務取締役フードシステム

本部長

平成18年12月　当社専務取締役フードシステム

本部長就任（現任）

（注）
２

55

       
       
       

　（注）１.監査役大西秀典・丹羽信義・隅田慶彦の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

　　　　２.平成１８年６月２１日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

３.平成１９年６月２１日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４.平成１７年６月２９日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５.平成１６年６月２４日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選

任しております。

補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況
所有する当社
の株式数

橋本秀雄

(昭和13年10月６日)

昭和37年４月　安宅産業株式会社入社

昭和52年10月　伊藤忠商事株式会社（合併）入社

昭和59年５月　米久株式会社出向

常務取締役

昭和59年５月　伊藤忠商事株式会社退職

昭和59年５月　米久株式会社転籍

昭和61年５月　米久株式会社

専務取締役

現在に至る

44株
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（訂正後）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

       
       
       

専務取締役
フードシステ
ム本部長兼営
業本部長

小坂　治樹 昭和36年10月22日生

昭和59年４月　株式会社グランドタマコシ入社

平成７年１月　佐川急便株式会社入社

平成11年１月　当社入社

平成13年９月　フードシステム本部長

平成14年３月　当社取締役フードシステム本部

長

平成17年４月　当社常務取締役フードシステム

本部長

平成18年12月　当社専務取締役フードシステム

本部長兼営業本部長就任（現

任）

（注）
２

55

       
       
       

　（注）１.監査役大西秀典・丹羽信義・隅田慶彦の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

　　　　２.平成１８年６月２１日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

３.平成１９年６月２１日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。なお、監査役大西秀典氏は、任期満了前に退任し

た監査役の補充として選任されたものです。

４.平成１７年６月２９日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５.平成１６年６月２４日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選

任しております。

補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況
所有する当社
の株式数

橋本秀雄

(昭和13年10月６日)

昭和37年４月　安宅産業株式会社入社

昭和52年10月　伊藤忠商事株式会社（合併）入社

昭和59年５月　米久株式会社出向

常務取締役

昭和59年５月　伊藤忠商事株式会社退職

昭和59年５月　米久株式会社転籍

昭和61年５月　米久株式会社

専務取締役

現在に至る

44株
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

（訂正前）

(1）～(7）＜省略＞

 

(8）株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項

①　自己の株式の取得

　当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法165条第２項の規定により、取締役会の

決議によって自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。

 

②　剰余金の配当

　当社は、剰余金の配当について、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第459条第１項の規定に基づき株

主総会の決議によらず取締役会の決議によって行う旨を定款で定めております。

　また、剰余金の配当基準日については、毎年３月31日および９月30日とする旨定款で定めております。

 

(9）株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款で定めております。

 

(10）＜省略＞

 

（訂正後）

(1）～(7）＜省略＞

 

(8）株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項

①　自己の株式の取得

　当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法165条第２項の規定により、取締役会の

決議によって自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。

 

②　中間配当

　当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって９月30日

を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

(9）株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款で定めております。

　これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするもの

であります。

 

(10）＜省略＞
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